
　　　　『日本のエネルギー政策の流れ』

ＦＩＴ残期間中の売電価格を最大５円ＵＰで買い取ります！

ＦＩＴ終了後には、国内最高値で買取りを行います。

蓄電池：YouTube情報を下記にまとめました。

　YouTube検索　「家庭用蓄電池」のアニメ動画（２分）

　YouTube検索　「家庭用蓄電池」のアニメ動画（２分）

　YouTube検索　「AI蓄電池」のアニメ動画（６分）
　　　お問合せは下記へどうぞ！

※2019年桐生市・みどり市では蓄電池に補助金が出ています！ 桐生市相生町3-512-15 （有）Ｊ・Ｗハウス倶楽部
TEL 0277-55-4733携帯　090-1792-2072（渡辺）
E-mail jw-house@tiara.ocn.ne.jpURL　http://jw-house.net

　　　　　第一段階　【省エネ】　省エネを目的とし、オール電化がスタートし、エコキュート・IHクッキングヒーターが標準化されました。

　　　　第二段階　【創エネ】　自然エネルギーの太陽光発電がスタートし、東日本の災害を境に、右肩上がりの上昇を続けました。

第三段階　【蓄エネ】　ゼロエネルギーハウス（ZEH　ゼッチ）を目標にエネルギーを貯める、地産地消の時代に入りました。

ＡＩ技術×小惑星探査機「はやぶさ」技術が融合！

向田会計／YMS情報局
群馬県桐生市末広町6-10 MSﾋﾞﾙ２F

Tel 0277（45）2160 Fax 0277（45）2161

httpｓ：//www.mukaida-kaikei.co.jp

消費税の軽減税率制度に関するＱ＆Ａ

～顧問先のご紹介～ （有）Ｊ・Ｗハウス倶楽部 様 ～ 太陽光発電 2019年11月で固定買取期間が終了します。 ～
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令和元年１０月１日消費税率の引き上げと同時に,消費税の軽減税

率制度が実地されます。消費税の軽減税率制度は事業者の方のみな

らず、日々の買い物等で我々消費者にも関係するのもです。

今回は、個別事例を用いて、ご説明させて頂きます。

軽減税率の対象品目である『飲食料品』とは、食品表示法に規定する

食品（酒税法に規定する酒類を除きます。）

また、『飲食料品』以下、『食品』とは、人の飲用又は食用に供される、

①米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵

などの畜産物、魚類や貝類、海藻類などの水産物

②めん類・パン類・菓子類・調味料・飲料等、

その他製造又は加工された食品

③添加物（食品衛生法に規定するもの）

④一体資産のうち、一定の用件を満たすもの

をいい、＊医療品、医療部外品、再生医療等

製品、酒税に規定する酒類 を除きます。

軽減税率の対象品目である｢飲食料品｣について、

具体的に教えてください。

ミネラルウォーターの購入は、軽減税率の適用

対象となりますか？

ミネラルウォーターなどの飲料水は、『食品』に該当し、その購入は

軽減税率の適用対象となります。

一方、水道水は、炊事や飲用の為の『食品』としての水、風呂、

洗濯といった飲食用以外の生活用水として供給されものが

混然一体となっている為、軽減税率の適用対象となりません。

『食品』の原材料なるワインなど酒類の購入

は軽減税率の適用対象となりますか？

また、みりん、料理酒等の購入は、軽減税率

の適用対象となりますか？

『食品』の原材料となるワインなどであっても、酒税法に規定する酒類は、

軽減税率の適用対象である『食品』に該当せず、軽減税率の適用対象

となりません。みりんや料理酒が諸税法に規定する酒類に該当するもの

であれば、軽減税率の適用対象となりません。なお、酒税法に規定する

酒類に該当しないみりん風調味料(アルコール分が1度未満)については

『食品』に該当しますので軽減税率の適用対象となります。

イチゴ狩りやぶどう狩りなどの入園料は軽減税率の

適用対象となりますか？

果樹園での果物狩りの入園料は果物を収穫させ、

収穫した果物をその場で飲食させるので、『飲食料品の譲渡』

に、該当せず、軽減税率の適用対象となりません。

なお、収穫した果物の購入は、『飲食料品の譲渡』に該当し、

軽減税率の適用対象となります。

社員食堂やセルフサービスで食事、購入は、軽減税率

の適用対象となりますか？

社員食堂で提供される食事は社員や職員に、飲食料品

を飲食させる役務の提供を行うことから、『食事の提供』に

該当し、軽減税率の適用対象となりません。

屋台のおでん屋やラーメン屋での飲食料品の購入は、軽減

税率の適用対象となりますか？ また、テーブル、椅子など設

置せずに行う縁日の屋台の購入は、軽減税率の適用対象と

なりますか？

屋台のおでん屋で、テーブル、椅子、カウンター等の

飲食設備で飲食した場合は、軽減税率の適用対象

となりません。飲食設備は、飲食料品の提供を行う者と

飲食設備を設置又は管理する者が異なる場合であっても

双方の合意に基づき、当該飲食設備を利用し飲食料品

を提供している場合は、該当となります。

★イベント等で屋台が集まり、設備設置者から使用許可等を受けている

場合・・・ 軽減税率の適用対象となりません。

★移動販売など、オフィス街や公園など公共のベンチ等で特段使用許可

等受けていない場合・・・軽減税率の適用対象となります。

太陽光発電 ２０１９年売電終了問題の告知＆対策 ４８円↴8.5円（東京電力）

ファーストフード店の飲食は軽減税

率の適用対象となりますか？

購入時に販売店と意思確認をし、｢食事の提供｣に該当するのか、

又は｢持ち帰り｣に該当するのかを、伝えて判断します。

★店内お召し上がり（イートイン）・・・軽減税率の適用対象となりません。

★お持ち帰り（テイクアウト）・・・軽減税率の適用対象となります。

■□ 参照サイト 国税庁消費税軽減税率制度対応室 ■□

mailto:jw-house@tiara.ocn.ne.jp
http://jw-house.net/

